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Table.3 米国 9 州および D.C.における医療用とレクリエーション用の大麻規制の比較 

 
 
 
 
 
 
 
 

 レクリエーション用大麻法(RMLs: Recreational marijuana laws)が可決された順番に並んでいる。 
各州の医療用大麻法(MMLs: Medical marijuana laws)と RMLs 比較項目は、対象年齢、所持量、税金、

使用制限とした。所持量の 1 oz は 28.35 g である。D.C.では嗜好品用大麻の商業流通を禁止してい

るため、課税に関する規定はなく、医療目的外の販売は違法行為である。 
 

 


